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１．事業の目的 

先般、再生可能エネルギーの普及を促進するため、固定価格買取価格制度等の支援策が

講じられており、中小水力発電についても開発が増加しているものの、初期リスクの課題

等から、新規地点の開発が十分に進んでいるとは言いがたい状況である。また、平成２９

年４月に関係行政機関で構成される再生可能エネルギー・水素等関係閣僚会議において決

定された再生可能エネルギー導入拡大に向けた関係府省庁連携アクションプランでは、中

小水力の開発拡大に向けた全国の流量・設備データ等の一元提供・利用推進が謳われてい

る。 

本事業では、河川流況データの充実を進めることで、水力発電の更なる新規地点開発の

促進を図ることを目的とする。 

 

２．業務の内容 

（１）河川流量データ等の情報収集 

国、都道府県、発電事業者等が保有する河川流量データ、流況データ（３５日流量、豊

水量、平水量、低水量、渇水量、最小流量）、観測所データ（位置等）、水利権許可状況

に関する情報及び農業水利施設を活用した小水力発電導入に係る調査の情報を可能な限

り収集する。 

（２）河川流量データ等の整理 

「中小水力発電支援サイト 流量・流況データベース(https://ryuryodatabase.nef.or.

jp/)」（以下、「流量・流況データベース」という）での公開にあたり、収集したデータ

を整理する。整理方法については、既に公開している当該データに準じることを基本とす

るが、必要に応じて整理方法を検討した上で整理する。 

（３）「流量・流況データベース」の更新 

 ａ．河川流量データ等の更新 

整理したデータを公開するために「流量・流況データベース」を更新する。 

なお、更新については関係者と十分な調整を行い、必要に応じて試験運用や必要な設

定を行う。 

ｂ．実用性・利便性を向上させるための更新 

「流量・流況データベース」について、同サイトで公開している「発電規模概算ツ

ール」、「導入時リスク評価ツール」も含め、実用性・利便性を向上させるための更

新を行う。具体的には、河川流量データ等の検索性の向上、流況データの情報充実等

を行う。 
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（５）報告書の作成 

業務報告書及び概要版を作成する。（電子媒体２枚） 

 

３．業務実施期間 

契約締結日～令和２年２月１４日まで。 

 

４．応募資格について 

本業務の対象となる事業者は下記（１）～（６）を全て満たすものとする。 

（１）日本法人（登記法人）であること。共同体を構成する場合は、幹事法人を定めて応

募すること。 

（２）経済産業省が定める補助金等の交付停止事業者に該当しないこと。 

（３）業務を円滑に遂行するため、十分な経営基盤を有していること。 

（４）業務を運営・管理できる水力発電に係る専門的能力を有しており、業務を実施する

ための実施体制及び管理体制が整備されていること。 

（５）水力発電計画の策定、水利使用許可手続きや情報システム等に関するノウハウを有

し、本業務を円滑かつ的確に実施できること。 

（６）委託契約等で民間会社に業務の一部を実施させる場合、民間会社に対して確定検査

等を行い、確定検査等で確認した資料の写し等を保管する体制が取れていること。 

 

５．契約の要件 

（１）契約形態 

単年度契約による委託契約 

（２）採択件数 

１件 

（３）成果物の納入 

業務報告書および概要版を納入すること。(電子媒体２枚) 

（４）委託金の支払時期 

委託金の支払いは、原則として業務完了後の精算払いとする。 

（５）支払額の確定方法 

業務終了後、１週間以内に実績報告書を提出すること。 

実績報告書に基づき、支払額を確定する。支払額は、契約金額の範囲内であって、実

際に支出を要したと認められる費用の合計となる。このため、全ての支出には、その支

出を明らかにした帳簿類及び領収書等の証拠書類が必要となる。 

また、支出額及び内容についても厳格に審査し、これを満たさない経費については支

払額の対象外となる可能性もあるので注意すること。 
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業務完了後においても、経済産業省が、当財団立ち合いのもとに必要に応じて現地調

査等を行うことがあるので協力すること。 

 

６．応募手続きについて 

（１）募集期間 

募集開始日：令和元年６月３日 

募集締切日：令和元年６月２４日[１３時必着] 

持参又は書留による郵送等（配達記録付き）でお願いします。 

※受付時間（平日９：００～１２：００及び１３：００～１７：００）外の提出は受け

付けません。また、電子メール、ＦＡＸによる提出は受け付けません。 

 

（２）応募書類について 

ａ．応募に際しては、本公募要領による様式を必ず使用してください。また、応募書類の

様式の大きさは全てＡ４版で統一し、２穴（ＩＳＯ８３８）のＡ４ファイルに綴じて

ください。 

ｂ．以下の書類をＡ４ファイルに綴じて、２部（正副各１部）提出して下さい。なお、電

子媒体（ＣＤ－Ｒ又はＤＶＤ－Ｒに限る。）については、正本に１部添付して提出し

てください。ディスクのラベル面には、業務名、事業者名を明記してください。 

① 申請書  （様式第１） 

② 企画提案書 （様式第２） 

③ 提案額内訳書 （様式第３） 

提案額内訳書は消費税率１０％で見積ること。 

なお、共同体で申請する場合には、体制表に基づき、構成会社(団体)ごとの内訳書も

作成すること。 

④ 申請受理票 （様式第４） 

⑤ 添付書類 

・申請者の概要が分かるもの（パンフレット等） 

・申請者定款 

・登記簿（履歴事項全部証明書の原本） 

・財務諸表（直近２ヵ年分）  

・その他 

ｃ．提出された応募書類は本業務の採択に関する審査以外の目的には使用しません。なお、

応募書類は返却しません。機密保持には十分配慮いたしますが、採択された場合には、

個々の情報の公表・非公表の取扱については、情報公開法に基づく情報開示に準ずる

こととします。 
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ｄ．応募書類の作成費は経費に含まれません。また、採択の可否を問わず、企画提案書の

作成費用は支給されません。 

ｅ．企画提案書に記載する内容については、今後の契約の基本方針となりますので、予算

額内で実現が確約されることのみ表明してください。なお、採択後であっても、応募

者の都合により記載された内容に大幅な変更があった場合には、不採択となること

があります。 

ｆ．平成２８年度から平成３０年度までの事業報告書（概要版）を以下のホームページで

公開していますので参考にしてください。また、事業報告書（詳細版）の閲覧を希望

する場合やその他の質問等がある場合は「（３）応募書類の提出先」に記載の連絡先

までお問い合わせください。 

   https://suiryokuhojo.nef.or.jp/research_business/ 

 

（３）応募書類の提出先 

〒１７０－００１３ 

東京都豊島区東池袋３丁目１３番２号 イムーブル・コジマ２階 

一般財団法人 新エネルギー財団 水力地熱本部 水力国際・技術部 

『既存河川流量データ等の一元化に係る調査等事業』宛 

ＴＥＬ：０３－６８１０－０３７４ 

注１：お問合せは、土日祝を除く９：００～１２：００および１３：００～１７：００

にお願いします。 

注２：上記以外の電話番号では、本業務に関するお問合せにはお答えできません。 

 

（４）資料 

当財団のホームページで、公募要領、各種様式等をダウンロードすることが可能です。

（財団のホームページ URL：https://suiryokuhojo.nef.or.jp/） 

 

（５）その他 

応募期間内に予定価格を下回る価格の応募がない場合、応募者に対して再度提出期限

を定めて募集を行う。 

 

７．審査・採択について 

（１）審査方法 

事業者の採択にあたっては、事前に資格審査を行った後、外部有識者で構成される事業

評価委員会（非公開）で審査を行い決定します。 
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（２）審査基準 

以下の審査基準に基づいて評価を行います。 

ａ．応募資格 

申請者は、「４．応募資格について」の応募資格を満たしているか。 

ｂ．審査項目 

以下の審査項目に基づいて総合的な評価を行います。 

（技術面） 

（ａ）本事業の目的及び目標が明確であるか。 また、目的設定及び目標達成に向けた

根拠が具体的か。 

（ｂ）「２．業務内容」に書かれた項目が記載されており、事業内容が事業目的に整合

しているか。また、具体的に示されているか。 

（ｃ）業務の実施方法が記載されており、事業目的、事業内容に整合しているか。また、

具体的に示されているか。効果的、効率的な方法が採られているか。 

（ｄ）事業者独自の創意工夫、提案等があるか。実施後の波及効果が期待できるか。 

（ｅ）事業スケジュールが具体的に記載されているか。また、スケジュールを適切に管

理するためのキーデート、手順や適切に実施できる根拠、経験が記載されている

か。 

（ｆ）業務遂行可能な人数が確保されており、業務の実施体制、役割分担が事業内容と

整合しているか。要員、体制、役割分担が明確か。また、財団からの要望等に迅

速、柔軟に対応できる体制が備わっているか。実施体制、管理能力、実務経験や

その有効性が適当か。 

（ｇ）組織の専門知識、ノウハウの蓄積が豊富か。また、従事者の保有スキル・専門知

識等が豊富か。 

（ｈ）業務遂行のための経営基盤、経営能力を有しているか。 

 

（価格面） 

（ａ）提案金額が、予定価格の範囲内であるか。 

（ｂ）提案金額が、より低価格であるか。 

 

（３）プレゼンテーション 

提案内容についてプレゼンテーション（日時は、応募締切り後に別途連絡します）を行

いますので、説明資料の作成をお願いします。なお、発表は申請者（幹事法人、２名以内）

が実施し、発表時間は３０分以内とします。 
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（４）採択結果の通知について 

採択された申請者については、一般財団法人新エネルギー財団のホームページで公表

するとともに、申請者に対しその旨を書面で通知します。また、採択されなかった申請者

に対しても書面で通知します。 

 

８．契約について 

採択された応募者については、一般財団法人新エネルギー財団との間で委託契約を締結

することになります。なお、採択決定後から委託契約締結までの間に、一般財団法人新エネ

ルギー財団との協議を経て、業務内容・構成、業務規模、金額に変更が生じる可能性があり

ます。 

契約書作成に当たっての条件の協議が整い次第、委託契約を締結し、その後業務開始とな

りますので、あらかじめご承知おきください。また、契約条件が合致しない場合には、委託

契約の締結ができない場合もありますのでご了承ください。 

契約締結後、消費税法等の改正により消費税及び地方消費税の税率が変動した場合には、

変動後の税率により計算した消費税及び地方消費税額を含んだ委託金の額を上限とする契

約の一部変更を行います。 

契約締結後、受託者に対し、業務実施に必要な情報等を提供することがありますが、情報

の内容によっては、守秘義務の遵守をお願いすることがあります。 

 

９．対象経費について 

本業務の対象となる経費は、業務の実施に要する経費及び業務成果の取り纏めに必要な

経費であり、経費の計上に際しては、経済産業省の「委託事業事務処理マニュアル」に従っ

ていただきます。 

業務の実施に要する経費の支払いは、原則として事業期間中に行ってください。ただし、

事業期間中に支払われていないことに相当な事由があると認められるものについては、代

金支払いを実績報告書提出日までに行ってください。（請負業者等からの請求書は、補助事

業完了日までに受領してください。） 

 

１０．説明会の開催 

本業務の内容、提出書類等について説明を行います。１事業者あたり２名以内の参加で 

お願いします。 

東京：令和元年６月１２日 １５:１０～（受付 １５:００） 

大阪：令和元年６月１１日 １５:１０～（受付 １５:００） 

 

１１．応募書類の様式 
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様式第１ 

令和  年  月  日 

 

一般財団法人 新エネルギー財団 

会長     中 村 薫 殿 

 

令和元年度水力発電の導入促進のための事業費補助金 

（水力発電事業性評価等支援事業）のうち 

既存河川流量データ等の一元化に係る調査等事業に係る業務申請書 

 

申 

請 

者 

（
幹
事
法
人
） 

企業・団体名                   印 

代表者役職・氏名  

所 在 地 
郵便番号〇〇〇－〇〇〇〇 

 

申 

請 

者 

（
共
同
体
） 

企業・団体名                   印 

代表者役職・氏名  

所 在 地 
郵便番号〇〇〇－〇〇〇〇 

 

申 

請 

者 

（
共
同
体
） 

企業・団体名                   印 

代表者役職・氏名  

所 在 地 
郵便番号〇〇〇－〇〇〇〇 

 

連
絡
担
当
者 

氏名（ふりがな）  

所属（部署名）  

役  職  

電話番号 

（代表・直通） 
 

ＦＡＸ  

E-mail  

共同体で申請する場合、幹事法人を定め、構成会社毎に記載すること
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様式第２ 

令和元年度水力発電の導入促進のための事業費補助金 

（水力発電事業性評価等支援事業）のうち 

既存河川流量データ等の一元化に係る調査等事業に係る企画提案書 

 

１． 業務の概要 

・ 業務の目的 

※業務の目的を具体的に記載すること。 

・ 業務の目標 

※業務の目標を具体的に記載すること。 

 

２． 業務内容 

・ 業務の内容 

※業務で実施する具体的な調査の項目、内容等を記載すること。 

・ 業務の実施方法 

※業務で実施する具体的な調査方法等について記載すること。 

 

３． 業務実施計画 

・ 作業内容およびスケジュール 

※ 実施する具体的な作業内容とスケジュールについて記載すること。 

（記載例） 

作業内容 
令和○○年度 

備考 
○月 ○月 ○月 ○月 

１．＜項目１＞ 

 

１－１．○○○○ 
 
 
１－２．○○○○ 
 
２．＜項目２＞ 

 

３．＜項目３＞ 

 

４．＜項目４＞ 
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４．実施体制 

・業務実施体制図、役割分担 

※事業者の実施体制や役割分担について、体制上の役割分担や担当者数が分かるよう

に記載すること。 

   （記載例） 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

・組織としての専門性、類似業務実績等 

※本業務に関連する専門知識、ノウハウ、過去の経験等について記載すること。 

また、業務従事予定者の業務経験・保有スキル・専門知識等について記載すること。 

 

５．経営基盤について 

※業務を円滑に行うための経営基盤、管理体制（経理処理体制）について記載すること。 

 

６．応募資格 

  ※応募資格の各項目について、申請者の状況を記載すること。 

 

７．添付資料 

・その他必要な書類 

  

○○○○㈱ 

【統括責任者】 

（氏名） 

 ○○ ○○ 

（所属・役職） 

【経理管理者】

（氏名） 

 ○○ ○○ 

（所属・役職）

【業務管理者】

（氏名） 

 ○○ ○○ 

（所属・役職）

【業務実施者①】 

（氏名） 

 ○○ ○○ 

（所属・役職） 

 ○○○ 

 ○○○ 

 

【業務実施者②】 

（氏名） 

 ○○ ○○ 

（所属・役職） 

 ○○○ 

 ○○○ 
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様式第３ 

 

令和元年度水力発電の導入促進のための事業費補助金 

（水力発電事業性評価等支援事業）のうち 

既存河川流量データ等の一元化に係る調査等事業に係る提案額内訳書 

（単位：円） 

経費項目 積算内訳 金額 

Ⅰ．人件費 
  

Ⅱ．事業費 

１．旅 費 
  

２．会議費 
   

３．謝 金 
  

４．備品費 
  

（借料及び賃料） 
  

５．消耗品費 
  

６．外注費 
  

７．印刷製本費 
  

８．補助員人件費 
  

９．その他諸経費 
  

Ⅲ．再委託費 
  

Ⅳ．一般管理費 
  

Ⅴ．消費税 
  

合  計 
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様式第４ 

 

申 請 受 理 票 

 

令和  年  月  日 

 

受付番号 
 

 

令和元年度水力発電の導入促進のための事業費補助金 

（水力発電事業性評価等支援事業）のうち 

既存河川流量データ等の一元化に係る調査等事業 

 

申請者 

 

企業・団体等の名称：                           

 

 

企業・団体等代表者役職・氏名                     殿 

 

 

ＦＡＸ番号    （    ）     －                

 

一般財団法人 新エネルギー財団 水力地熱本部 水力国際・技術部 

〒１７０－００１３ 

東京都豊島区東池袋３丁目１３番２号 イムーブル・コジマ２階 

電 話 ０３－６８１０－０３７４ 

ＦＡＸ ０３－６８１０－０３７０ 

本件に関する連絡等につきましては、この受付番号をご使用くださいますようお願い致

します。 

※ 申請受理票は、申請書、提案書を受理したことを証明する書類ですので、名称、

代表者の役職・氏名、ＦＡＸ番号を記入してください。 

※ 本票は、新エネルギー財団より、申請者に対してＦＡＸにて返送します。 


